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地方独立行政法人岩手県工業技術センター
http://www2.pref.iwate.jp/~kiri/
〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡2-4-25 TEL：019-635-1115 FAX：019-635-0311

E-mail： CD0002@pref.iwate.jp

担 当： 産業デザイン部 菊池 仁

※ ご不明な点がございましたら、電話またはメールにてお問い合わせください。

デザイナーのための知財相談窓口を開設しました！

技術で復興を
お手伝いします

岩手県工業技術センター（理事長 木村卓也）と岩手県発明協会（会長 千田伏二夫）は、

デザイナーのための知財相談窓口（通称：De.i知財窓口）を、この９月に開設しました。

De.i知財窓口ではデザイナーの皆さんの知的財産に関する知識の向上、業務活動における

知的財産に係る疑問や不安の的確かつスピーディな解消を目的とし、支援事業に取り組みま

す。

○ De.i知財窓口が行う事業
(1) 知的財産に関する窓口相談事業
(2) デザイナー業務に係る知的財産関係セミナー開催事業
(3) デザイン事務所（デザイン部門を有する企業を含む）での企業内勉強会等への講師

派遣事業
(4) デザイン事務所等からの依頼に基づく企業内での知財人材育成事業

○ 相談日時・場所
相談の日時や場所は、相談を申し込まれる方の希望にそって定めます。
①岩手県発明協会内（窓口相談室）、②岩手県工業技術センター内（IIRI DESIGN LAB 
相談室）、③相談申込者の指定する場所（デザイン事務所内等）

○ 窓口対応者
窓口常駐の知財総合支援アドバイザー、知財の専門家である弁理士・弁護士

○ 相談内容
著作権、意匠権、商標権などの知的財産権に関するものから、クライアントとの業務

契約に関すること、権利侵害への対応など知的財産に関すること

ＩＮＰＩＴ岩手県知財総合支援窓口
（一社）岩手県発明協会、（地独）岩手県工業技術センター、

（公財）いわて産業振興センター（コンソーシアム）

デザイナーのための知財相談窓口
（一社）岩手県発明協会と（地独）岩手県工業技術センター

が共同設置【特出し設置】

【De.i知財窓口は、INPIT岩手県知財総合支援窓口のスキームを活用したものです】

なお、岩手県発明協会では、デザイナー向けの知財セミナーを下記のとおり開催いたしま

す。詳細は近日中にお知らせいたします。

○開催日時 令和元年10月29日（火）13:00～

○会場 岩手県工業技術センター 中ホール

○講演内容 「意匠制度の概要、デザイナー、クライアントを元気にする制度活用」(仮)

○講師 明和綜合特許デザイン事務所 弁理士 藤掛宗則 氏



デザイナーのための
知財相談窓口を
（通称 :「　                  」）

開設します。
知財窓口

「Dｅ.i 知財窓口」が目指すこと
　本知財相談窓口は、デザイナーの皆様の知的財産に関する知識の向上とともに業務活動における知的財産に係る疑問
や不安に対して的確かつスピーディにアドバイスすることを通じ、デザイナーの皆様がクライアントからこれまで以上に信
頼されるビジネスパートナーとして活躍されることを目指しております。

（一社）岩手県発明協会 及び （地独）岩手県工業技術センター

著作権

商標権

意匠権 etc

設置者

相談日時・場所
　相談の日時や場所は、相談を申し込まれる方の希望に
そって定めます。場所は、
① （一社）岩手県発明協会内（窓口相談室）
② （地独）岩手県工業技術センター内（IIRI DESIGN 
LAB 相談室）

③ ①又は②以外で相談申込者の指定する場所（例：デ
ザイン事務所内等）に訪問して相談をお受けします。

相談対応者
　ご相談には、窓口常駐の知財総合支援アドバイザーと
ともに知財の専門家である弁理士・弁護士が対応させ
ていただきます！もちろん、相談は何回でも無料です！

相談内容
　著作権、意匠権、商標権などの知的財産権に関する
ものから、クライアントとの業務契約に関すること、権
利侵害への対応など知的財産に関するどんな相談もお受
けします。（具体的な相談項目例は裏面をご覧ください）

「Dｅ.i 知財窓口」はこんな事業を
行います！
① 知的財産に関する窓口相談事業
② デザイナー業務に係る知的財産関係セミナー開催事業
③ デザイン事務所等（デザイン部門を有する企業を含む）
からの企業内勉強会等への講師派遣事業

④ デザイン事務所等からの依頼に基づく企業内での知
財人材育成事業

相談申込先　以下に直接、口頭、電話又はメールで直接申込みください。

一般社団法人 岩手県発明協会
　　
住　所：盛岡市北飯岡 2-4-25
電　話：019-63４-0684　FAX：019-631-1010
メール：iwatehatsumei@iwate-hatsumei.org ( 井旗 )

地方独立行政法人 岩手県工業技術センター
　産業デザイン部
住　所：盛岡市北飯岡 2-4-25
電　話：019-635-1115　FAX：019-635-0311
メール：CD0002@pref.iwate.jp



知財窓口
主な相談項目

□ 著作権として保護されるデザイン

□ デザイナーに関連する主な著作権

□ デザイナーと著作者人格権

□ 著作権の及ばない範囲

□ 著作権の発生と保護期間

□ デザイナーと職務著作、共同著作

□ 著作権調査の方法

□ 意匠登録の要件

□ 部分意匠・組物の意匠・関連意匠
とは

□ デザイナーと職務意匠・共同意匠

□ 意匠権の効力

□ 意匠権の存続期間

□ 意匠調査の方法

著作権関係 意匠権関係

□ デザインと商標

□ 商標権の発生と存続期間

□ 商標権の効力

□ 商標調査の方法

□ 著作権・意匠権・商標権の違い

□ 商品化権

□ 自己の権利が侵されている場合の
対応

□ 他人から自己の権利を侵している
と主張された場合の対応

商標権関係 そ　の　他


